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株式会社日立製作所による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ 
 
 
当社は、2009年7月28日開催の取締役会において、株式会社日立製作所（以下、「公開買付者」といいます。）

による当社普通株式（以下、「当社株式」といいます。）に対する公開買付け（以下、「本公開買付け」と

いいます。）について、賛同するとともに、株主の皆様に応募を推奨することを決議しましたので、下記の

通りお知らせします。 
なお、本決議は、公開買付者が本公開買付け及びその後の一連の手続きを経て当社を完全子会社化するこ

とを企図していること、並びに当社株式の上場が廃止される可能性があることを前提として行われたもので

す。 
 

記 
1. 公開買付者の概要 

（1）商号 株式会社日立製作所 
（2）事業内容 情報通信システム、電力・産業システム、デジタルメディア・民生機

器等の製造及び販売・サービスの提供 
（3）設立年月日 1920 年 2 月 1 日（創業 1910 年） 
（4）本店所在地 東京都千代田区丸の内一丁目 6 番 6 号 
（5）代表者の役職・氏名 執行役会長兼執行役社長 川村 隆 
（6）資本金 2,820 億円（2009 年 3 月 31 日現在） 
（7）大株主及び持株比率 
（2009 年 3 月 31 日現在） 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）          6.22%
ナッツ クムコ                      5.60%
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口 4G）   5.39%
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）      4.88%
日立グループ社員持株会                  3.24%
日本生命保険相互会社                                    2.91%
第一生命保険相互会社                                    2.12%
ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 
505224                                                  1.63%
ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー   1.44%
明治安田生命保険相互会社                  1.43%
資本関係 公開買付者は、当社株式 22,464,400 株（発行済株式

総数の 51.98%）を直接または間接に保有していま

す。また、当社は、公開買付者の株式を保有してい

ません。（2009 年 3 月 31 日現在） 
人的関係 当社の取締役 1 名は、公開買付者の取締役を兼務し

ています。また、公開買付者は、当社に従業員 3 名

を出向させています。（2009 年 6 月 30 日現在） 
取引関係 当社と公開買付者は、相互に営業上の売上・仕入に

関する取引を行っています。 
また、当社は公開買付者に対し、資金の預け入れを

行っています。 

（8）公開買付者と当社の関係等 

関連当事者 
への該当状況 

公開買付者は当社の親会社であり、関連当事者に該

当します。 
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日立情報ロゴ
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2. 本公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由 
（1）本公開買付けに関する意見の内容 
   当社は、2009 年 7 月 28 日開催の取締役会において、以下の理由から、本公開買付けに賛同するとと

もに、当社の株主の皆様が本公開買付けに応募することを推奨する旨の決議をしました。 
 
（2）本公開買付けに関する意見の根拠及び理由 
  ① 本公開買付けの概要 
   公開買付者は、現在、間接保有分 0.35%を合わせて当社の発行済株式総数の 51.98%を保有し、当社

を連結子会社としていますが、この度、当社を完全子会社とすることを目的として、当社の発行済株

式の全て（但し、公開買付者が既に保有する当社株式及び当社が保有する自己株式を除きます。）を本

公開買付けにより取得することとしました。本公開買付けにおいては、買付け予定数の上限及び下限

を設定していません。 
 

 ② 本公開買付けに関する意思決定の過程及び理由 
    当社は、1959 年に設立され、現在、システム運用、システム構築及び機器・サプライ品販売事業を

手がけています。具体的には、システム運用事業では、アウトソーシングサービスやネットワークサ

ービスを展開するほか、公開買付者並びに公開買付者の子会社及び関連会社からなる企業グループ（以

下、「日立グループ」といいます。）におけるデータセンタ事業の中核企業として、当社のデータセン

タはもとより、公開買付者の主力データセンタ等の運用に携わっています。システム構築事業では、

基幹系システム、情報系システム及びそれらの複合型システムといった多様なニーズに応えた IT 環境

を構築・提供しており、日立グループの中で自治体及び中堅・中小企業向けのシステム構築事業の中

核企業と位置付けられ、主に自社開発の自治体向けパッケージソフトウェア「e-ADWORLD」や自社

及び海外大手企業の ERP パッケージソフトウェア等を活用したソリューションを展開しています。ま

た、機器・サプライ品販売事業では、システム運用やシステム構築で必要となる機器やサプライ品の

選定からその調達、販売及び環境対策までのトータルサービスを提供しています。 
 
    一方、日立グループは、情報通信システム、電子デバイス、電力・産業システム、デジタルメディ

ア・民生機器、高機能材料、物流及びサービス他並びに金融サービスの 7 部門に亘って、製品の開発、

生産及び販売からサービスの提供に至るまで幅広い事業活動を展開しています。 
このうち、情報通信システム事業においては、日立グループは、ユーザーの多様なニーズに対応す

るため、さまざまな業種・業務に対応した情報通信システムの開発（システムインテグレーション）

のほか、アウトソーシング事業の拡充や、顧客が必要とする機能を有するソフトウェアの利用サービ

スを提供する SaaS（Software as a Service）事業への取り組み等にいち早く着手し、一定の成果を挙げ

ており、当社もこの一翼を担っています。 
 
しかし、国内の情報サービス市場は、現在急激な転換期に差し掛かっています。これまでの情報サ

ービス市場では、情報通信システムを構築・運用・維持しようとするユーザーによるハードウェア･

ソフトウェアの需要が市場の拡大・成長をもたらしてきましたが、ユーザーのシステム投資への関心

は、情報システムの整備（システムインテグレーション）から、情報通信システムの効率的な利用・

運用（アウトソーシングや SaaS 等）へと変化しており、これからは、パッケージソフトウェアや共同

利用型システムを含む情報システムを利用しようとするユーザーによるこれらのサービスに対する需

要が、市場の牽引役になると一般的に考えられています。当社では、このような市場動向を踏まえ、

ⅰ）一定のシェアを中長期的に確保できるパッケージ製品の選択と集中及び ASP、SaaS 等お客様の要

望に迅速・的確に対応できるサービスへの取り組みの推進、ⅱ）クラウドコンピューティング環境へ

の対応を視野に入れたデータセンタ/ネットワーク/セキュリティを統合した IT インフラサービスの実

現、ⅲ）新たな成長の柱となる新事業の育成とグローバル事業の拡大の 3 点を注力課題としています

が、これらの実現をより加速化するためには、日立グループの情報通信システム事業とのより緊密な

シナジーのもとで、先端技術の研究開発、データセンタ・ネットワーク等のインフラへの大規模投資

やグローバル化の基盤整備などを迅速に行うことが有効であると考えています。 
また、情報通信システム市場においては、今後、既に一定水準の電力システム、交通システム及び

道路や水道等の公共システム等の社会インフラが整備された国・地域において、情報通信システムの

社会インフラ化及び既存の社会インフラと情報通信システムの融合が大幅に進展し、社会インフラ事

業と情報通信システム事業を融合させた社会イノベーション事業の需要が大幅に拡大するものと予想

されます。そして、社会イノベーション事業においては、同事業のためのプロダクトやパッケージの

開発、サービス事業基盤の開発を迅速に行うことが喫緊の課題であり、公開買付者は、その実現のた

めに、当社を含む日立グループの情報通信システム事業に対してノウハウ・経験・技術力等の経営資
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源を集中して投入することが必要であると考えており、当社としても、社会イノベーション事業を積

極的に推進することが、当社の今後の発展に寄与するものと考えています。 
こうした状況と認識を踏まえ、2009 年 4 月上旬以降、当社と公開買付者は、両社の企業価値の向上

を目的とした事業構造改革の諸施策について協議・検討を重ねてきました。この結果、当社は、両社

がより一層の緊密な資本関係を構築して日立グループの情報通信システム事業の一体化を進めること

が、両社における研究開発、ノウハウや技術力、人的資本、財務力等の経営資源の結集とそれらの有

機的な結合・効率的かつ効果的な配分を促進し、前述の 3 点の注力課題を始めとした当社の事業戦略

の加速化及び日立グループが注力する社会イノベーション事業の拡大による当社の発展を可能にする

ものであると判断し、当社が公開買付者の完全子会社となることは、当社及び公開買付者の企業価値

を中長期的に最大化するための有効な手段であるとの結論に至りました。 
なお、公開買付者は、上記の事業体制構築の一環として、日立グループの情報通信システム事業を

担う、日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社と株式会社日立システムアンドサービスの両社を

完全子会社とすることを目的として、本公開買付けと同時に両社の発行済株式に対する公開買付けを

実施します。 
 
事業体制構築の具体的な方法としては、日立グループ内の仮想企業体として、新たに公開買付者（情

報通信グループ）と、当社、日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社、株式会社日立システムア

ンドサービス、及び公開買付者の完全子会社である日立電子サービス株式会社の主要 5 社を並列に配

置して構成する情報通信カンパニーを新設し、今後の情報通信カンパニー全体の最適な戦略と体制の

構築を決定し運営していくとともに、社会イノベーション事業を強化する戦略を立案・実行していく

ことを予定しています。 
また、このような事業体制のもと、日立グループは、グローバル市場の顧客に対し IT ライフサイク

ルの全てにわたり価値あるワンストップサービスを提供することをめざし、顧客の業種、事業規模、

事業内容を踏まえたうえで、顧客ニーズに柔軟に対応するため、以下のような体制の整備・拡充を行

う予定です。 
ⅰ）グリーン IT 技術を駆使したデータセンタ事業の展開 
ⅱ）信頼性の高いクラウドコンピューティング環境の提供 
ⅲ）ローカルパートナーとの連携・オペレーションの現地化を活用したグローバルな事業の拡大 
ⅳ）メガバンクを含む金融機関の基幹システム、公共分野の最適化システム等のビッグアカウント 
  への対応力の強化 
ⅴ）産業・流通分野を中心としたSMB（中小規模の事業者）に対する市場向け情報システム事業の一本化 
ⅵ）ミドルソフトや製品に対する組み込みソフト等の開発体制の拡充 
ⅶ）ネットワークサービス事業やアウトソーシング事業の強化・拡充 

    これらのうち、特にⅰ）、ⅱ）、ⅴ）及びⅶ）の事業分野に関しては、当社の得意とする領域であり、

ⅰ）、ⅱ）、ⅴ）及びⅶ）に記載された体制の整備・拡充と事業推進は、当社における同事業の拡大や

機会の創出に寄与するとともに、当社の注力課題の一つであるグローバル事業の拡大にも資するもの

と考えています。 
 

なお、完全子会社化以降の情報通信カンパニー全体の基本戦略や将来の発展方向については、情報

通信カンパニーにおいて、今後協議のうえ最適解を決めていくことになりますが、公開買付者は、当

社の完全子会社化後も、当社の自主性・独立性を尊重し、当社の事業の特性や、運営･体制の優れた点

を十分に活かした経営に留意の上、当社の事業の強化を図っていくとのことです。これにより、当社

は、日立グループの情報通信システム事業全体の経営資源の有機的な結合・配分のメリットを享受す

る一方で、当社の独自性や企業文化を活かした事業運営が可能となり、当社の企業価値の向上に資す

るものと考えています。 
 

③ 本公開買付けに関する意見の根拠 
本公開買付けにおける当社株式の買付価格（以下「本買付価格」といいます。）である 1 株当たり金

2,900 円は、2009 年 7 月 24 日の東京証券取引所市場第一部における当社株式の普通取引終値の 2,175
円に対して 33.3％（小数点以下第二位四捨五入）、過去 1 ヶ月間（2009 年 6 月 25 日から 2009 年 7 月

24 日まで）の普通取引終値の単純平均値 2,064 円（小数点以下四捨五入）に対して 40.5％（小数点以

下第二位四捨五入）、過去 3 ヶ月間（2009 年 4 月 27 日から 2009 年 7 月 24 日まで）の普通取引終値の

単純平均値 1,915 円（小数点以下四捨五入）に対して 51.4％（小数点以下第二位四捨五入）、過去 6 ヶ

月間（2009 年 1 月 26 日から 2009 年 7 月 24 日まで）の普通取引終値の単純平均値 1,753 円（小数点以

下四捨五入）に対して 65.4％（小数点以下第二位四捨五入）のプレミアムをそれぞれ加えた金額とな

ります。 
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なお、本公開買付けの公表日の前日である 2009 年 7 月 27 日に、日立グループの事業再編に関する

報道があり、同日の株価が上昇したことを踏まえ、同日の前営業日である平成 21 年 7 月 24 日を基準

としてプレミアムを計算しています。過去 1 ヶ月間、過去 3 ヶ月間及び過去 6 ヶ月間の普通取引終値

の単純平均値に対するプレミアムの計算についても同様です。 
当社は、本公開買付けに関する意見を決定するにあたり、当社及び公開買付者の関連当事者に該当

せず、また、当社及び公開買付者から独立した第三者算定機関としてのフィナンシャル・アドバイザ

ーであるみずほ証券株式会社（以下「みずほ証券」といいます。）に当社の株式価値の算定を依頼しま

した。これに基づき、みずほ証券は、DCF 法（ディスカウンテッド・キャッシュフロー法）、類似企

業比較法及び市場株価基準法の各手法を用いて当社の株式価値の算定を行いました。 
DCF 法は、当社の事業活動によって生み出される将来のフリーキャッシュフローを、想定割引率を

用いて現在価値に割り引くことにより事業価値を算定した上で、算定された当該事業価値に事業外資

産の価値を加算し、純負債を控除することにより株式価値を算定する手法であり、ファイナンス理論

上有効かつ一般的な評価手法であるとして、採用されています。 
類似企業比較法は、上場会社の中から、当社と事業内容が類似する企業を複数選定し、株式時価総

額等に対する財務指標の倍率により株式価値を算定する手法であり、主力マーケットや事業規模等に

鑑み、一定の蓋然性のある結果が得られるものであるとして、採用されています。 
市場株価基準法は、当社の株式市場における株価を基に株式価値を算定する手法であり、多数の参

加者により市場の競争原理を通じて価格が決定されるということに加え、広く開示され客観的である

ことから、公開企業の株式価値評価において必ず考慮されるものであるとして、採用されています。 
当社は、みずほ証券より、その算定結果に関する 2009 年 7 月 27 日付の株式価値算定書を取得する

とともに、上記の各分析手法による分析結果について説明を受けました。 
みずほ証券から取得した当該算定書における当社の株式価値分析の結果の概要は以下の通りです。 

 
分 析 手 法 当社 1 株当たり株式価値の評価レンジ（円） 

DCF 法 2,774 ～ 4,244 
類似企業比較法 2,537 ～ 3,356 
市場株価基準法 1,753 ～ 2,175 

 
   当社は、上記の内容等を参考に本買付価格について慎重に検討し、本買付価格は、市場株価基準法に

より分析された当社の 1 株当たり株式価値の上限を大幅に超過していること、DCF 法及び類似企業比較

法により分析された当社の 1 株当たり株式価値の評価レンジ内に位置する価格であることを含め本公開

買付けの諸条件を総合的に勘案した結果、本買付価格は適正な水準にあり、妥当であるものと判断しま

した。 
 

以上の認識・検討及び本買付価格の妥当性その他諸々の分析を踏まえ、当社は、本公開買付けが、当

社の経営基盤の強化、事業戦略の加速化及び今後の発展に寄与するものであり、加えて、本買付価格を

始めとした本公開買付けの諸条件は妥当であり、当社の株主の皆様に合理的な価格による当社株式の売

却の機会を提供するものであると判断し、公開買付者が当社を完全子会社とすることを目的とした本公

開買付けの実施に賛同するとともに、当社の株主の皆様が本公開買付けに応募することを推奨すること

としました。 
 

（3）上場廃止となる見込み及びその事由等 
 ① 上場廃止となる見込み及びその事由 
  当社株式は、現在、東京証券取引所市場第一部に上場されていますが、本公開買付けにおいては買

付予定数に上限が設定されていないため、本公開買付けの結果次第では、当社株式は東京証券取引所

の上場廃止基準（以下「上場廃止基準」といいます。）に従い、所定の手続を経て上場廃止となる可

能性があります。また、本公開買付けの完了時点で上場廃止基準に該当しない場合でも、その後下記

2.（4）「本公開買付け後の予定（いわゆる二段階買収に関する事項）」に記載の各手続きを実行する

ことにより、公開買付者は、当社の発行済株式の全て（当社が保有する自己株式を除きます。）を保

有することを企図していますので、その場合、当社株式は上場廃止基準に従い、所定の手続きを経て

上場廃止となります。なお、上場廃止後は、当社株式を東京証券取引所において取引することができ

なくなります。 
 

② 上場廃止となることが見込まれる本公開買付けに賛同する理由及び代替措置の検討状況 
  当社は、みずほ証券からの株式価値算定書や財務的見地からの助言の内容等を参考とし、本公開買

付けに関する諸条件、公開買付者の有する経営資源の活用の可能性並びに当社が公開買付者の完全子
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会社となることにより当社に生じ得る業務面及び財務面のシナジー効果等について慎重に検討した結

果、本公開買付けを通じて公開買付者の完全子会社となることが、当社の既存のシステム運用・シス

テム構築事業及び日立グループの注力する社会イノベーション事業の拡大・発展を加速化させるため

に必要な種々の施策を迅速に実施し、当社の企業価値を向上する有効な手段であり、また、本買付価

格を始めとした本公開買付けの諸条件は妥当であり、当社の株主の皆様に合理的な価格による当社株

式の売却の機会を提供するものであると判断し、取締役会において本公開買付けに関し賛同するとと

もに、当社の株主の皆様が本公開買付けに応募することを推奨することとしたものです。 
   上記 2.（3）①「上場廃止となる見込み及びその事由」で述べた通り、当社株式は上場廃止基準に従

い、所定の手続を経て上場廃止となることが見込まれ、上場廃止後は、当社株式を東京証券取引所に

おいて取引することができなくなりますが、本買付価格は、上記 2．（2）③「本公開買付けに関する

意見の根拠」に記載の通り、東京証券取引所市場第一部における当社株式の 2009 年 7 月 24 日の普通

取引終値並びに過去 1 ヶ月間、過去 3 ヶ月間及び過去 6 ヶ月間の普通取引終値の単純平均値に対して

それぞれ 33.3％（小数点以下第二位四捨五入。以下、本文において同じ。）、40.5％、51.4％、65.4％の

プレミアムを加えた金額に相当するものであり、本公開買付けは、当社の株主の皆様に対して、本公

開買付けの直近の市場価格よりも有利な価格にてその保有する株式を売却する機会を提供するもので

す。 
   また、公開買付者は、当社の株主の利益を保護すべく、下記 2．（4）「本公開買付け後の予定（いわ

ゆる二段階買収に関する事項）」に記載の方法により、上場廃止となる当社株式に代わる対価として現

金の交付を受ける機会を当社株主に提供することを企図しています。当該対価として交付を受ける現

金の額については本買付価格と同一の価格を基準として算定される予定です。 
   なお、上記 2．（2）②「本公開買付けに関する意思決定の過程及び理由」に記載の通り、公開買付

者は、当社及び公開買付者の企業価値向上を目的として当社を完全子会社化するものであり、本公開

買付け及び下記 2．（4）「本公開買付け後の予定（いわゆる二段階買収に関する事項）」に記載の各手

続きは、当社の上場廃止を直接の目的として実施されるものではありません。 
 
（4）本公開買付け後の予定（いわゆる二段階買収に関する事項） 

公開買付者は、上記 2.（2）①「本公開買付けの概要」に記載の通り、当社を完全子会社とする方針で

あり、本公開買付け及びその後の一連の手続により、当社の発行済株式の全て（公開買付者が既に保有

する当社の株式及び当社が保有する自己株式を除きます。）を取得する予定です。 
本公開買付けにより、公開買付者が当社の発行済株式の全て（当社が保有する自己株式を除きます。）

を取得できなかった場合、公開買付者は、以下の方法により、公開買付者を除く当社の株主の皆様に対

して当社株式に代わる対価として現金の交付を受ける機会を提供しつつ、公開買付者が当社の発行済株

式の全て（公開買付者が既に保有する当社の株式及び当社が保有する自己株式を除きます。）を取得する

ことを企図しています。 
具体的には、本公開買付けが成立した後、公開買付者は、ⅰ）当社を会社法の規定する種類株式発行

会社に変更することを内容とする定款一部変更を行うこと、ⅱ）当社の発行する全ての普通株式に全部

取得条項（会社法第 108 条第 1 項第 7 号に規定する事項についての定めをいいます。以下同じ。）を付す

ことを内容とする定款一部変更を行うこと、及びⅲ）当該全部取得条項が付された当社株式の全部（当

社の保有する自己株式を除きます。）の取得と引換えに別個の種類の当社株式を交付することのそれぞれ

を付議議案に含む当社の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）を開催することを当社に

要請する予定です。 
また、本臨時株主総会において上記ⅰ）のご承認をいただきますと、当社は会社法の規定する種類株

式発行会社となりますが、上記ⅱ）については、会社法第 111 条第 2 項第 1 号に基づき、本臨時株主総

会の決議に加えて、株式の内容として全部取得条項が付されることになる当社の普通株式を保有する株

主の皆様を構成員とする種類株主総会（以下「本種類株主総会」といいます。）の決議が必要となります。

そのため、公開買付者は、当社に対し、上記ⅱ）の定款一部変更を行うことを付議議案に含む本種類株

主総会を開催することも要請する予定です。なお、公開買付者は、本臨時株主総会及び本種類株主総会

において、上記各議案に賛成する予定です。 
上記各手続きが実行された場合には、当社の発行する全ての株式は全部取得条項付の株式とされた上

で、全て（当社が保有する自己株式を除きます。）当社に取得されることとなり、当社の株主の皆様には

当該取得の対価として別個の種類の当社株式が交付されることとなりますが、当社の株主の皆様のうち、

交付されるべき当該別個の種類の当社株式の数に 1 株に満たない端数がある株主の皆様に対しては、会

社法第 234 条その他の関連法令の定めに従い、当該端数の合計数（合計した数に端数がある場合は当該

端数は切り捨てられます。）に相当する当該別個の種類の当社株式を売却すること（当社がその全部又は

一部を買い取ることを含みます。）によって得られる金銭が交付されることになります。なお、当該端数

の合計数に相当する当該別個の種類の当社株式の売却価格（及びその結果株主の皆様に交付されること
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になる金銭の額）については、本買付価格と同一の価格を基準として算定される予定です。また、全部

取得条項が付された当社の株式の取得の対価として交付する当社株式の種類及び数は、本書提出日現在

未定ですが、公開買付者は、当社に対し、公開買付者が当社の発行済株式の全て（当社が保有する自己

株式を除きます。）を保有することとなるよう、公開買付者以外の本公開買付けに応募されなかった当社

の株主に対して交付しなければならない当社株式の数が 1 株に満たない端数となるよう決定することを

要請する予定です。 
上記各手続きに関連する少数株主の権利保護を目的とした会社法上の規定として、（イ）上記ⅱ）の当

社の発行する全ての普通株式に全部取得条項を付すことを内容とする定款一部変更を行うに際しては、

会社法第 116 条及び第 117 条その他の関係法令の定めに従って、株主の皆様はその有する株式の買取請

求を行うことができる旨が定められており、また、（ロ）上記ⅲ）の全部取得条項が付された株式の全部

の取得が株主総会において決議された場合には、会社法第 172 条その他の関係法令の定めに従って、株

主の皆様は当該株式の取得の価格の決定の申立てを行うことができる旨が定められています。なお、こ

れらの（イ）又は（ロ）の方法による 1 株当たりの買取価格及び取得価格は、最終的には裁判所が判断

することとなります。 
公開買付者は、上記各手続きに関して、本公開買付け後の公開買付者の当社株式の保有状況、公開買

付者以外の当社株主の皆様の当社株式の保有状況、又は関連法令についての当局の解釈等の状況等によ

っては、それと同等の効果を有する他の方法の実施を当社に要請し、また当該実施の要請に時間を要す

る可能性があります。但し、その場合でも、公開買付者は、公開買付者以外の当社の株主に対して最終

的に金銭を交付する方法により、当社を完全子会社とすることを予定しています。この場合に当該当社

株主に交付される金銭の額についても、本買付価格と同一の価格を基準として算定される予定です。 
当社としては、かかる公開買付者の各要請に応じて、本公開買付けが成立することを条件として、当

該要請に係る各手続きを行うことを検討しています。 
なお、本公開買付けは、本臨時株主総会及び本種類株主総会における当社の株主の皆様の賛同を勧誘

するものでは一切ありません。また、前述の各手続きにおける税務上の取扱については、当社の株主の

皆様において自らの責任にて税務専門家にご確認ください。 
 
（5）公正性を担保するための措置 

公開買付者は、本買付価格の公正性を担保するため、当社及び公開買付者から独立した第三者算定機

関としてのフィナンシャル・アドバイザーである野村證券株式会社（以下「野村證券」という。）に当社

の株式価値の算定を依頼し、野村證券からその算定結果に関する株式価値算定書を取得したとのことで

す。 
なお、公開買付者は、野村證券から本買付価格の公正性に関する評価（フェアネスオピニオン）を取

得していないとのことです。 
   また、公開買付者は、本公開買付けの公正性を担保するため、本公開買付けにおける買付け等の期間

を比較的長期間である 33 営業日に設定し、当社の株主の皆様に本公開買付けに対する応募について適切

な判断機会を確保しています。 
 

一方、当社においても、本買付価格の公正性を担保するための措置として、上記 2.（2）③「本公開買

付けに関する意見の根拠」に記載の通り、当社及び公開買付者の関連当事者に該当せず、また、当社及

び公開買付者から独立した第三者算定機関としてのフィナンシャル・アドバイザーであるみずほ証券に

当社の株式価値の算定を依頼し、みずほ証券からその算定結果に関する株式価値算定書を取得するとと

もに、その分析結果について説明を受けました。 
なお、当社は、みずほ証券から本買付価格の公正性に関する評価（フェアネス・オピニオン）は取得

していません。 
   さらに、当社は、本公開買付けに対する当社取締役会の意思決定の公正性及び適正性を担保するため

に、リーガル・アドバイザーとして三宅坂総合法律事務所を選任し、本公開買付けに対する当社取締役

会の意思決定の方法・過程等に関して、必要な法的助言を受けています。 
 
（6）利益相反を回避するための措置 

 当社は、公開買付者の子会社に該当するところ、利益相反回避の観点から、上記 2.（5）「公正性を担

保するための措置」に記載の通り、当社及び公開買付者から独立した第三者算定機関より当社の株式価

値に関する意見を取得し、本公開買付けに関する判断に当たりましては、これを参考に慎重に検討して

います。 
  また、当社取締役会においては、公開買付者との間で利害関係を有しない取締役が全員出席した上で

慎重な審議を行い、当該取締役（公開買付者及び日立グループ企業から独立した社外取締役 1 名を含む。）

の全員一致をもって本公開買付けに賛同するとともに、株主の皆様に本公開買付けに応募することを推
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奨する旨の決議をしています。具体的には、当社取締役のうち、公開買付者の取締役を兼務している上

野健夫は公開買付者の側で本公開買付けに関与しうる立場にあるため、利益相反回避の観点から、上記

取締役会の審議及び決議に参加しておらず、意見を述べることも差し控えています。また、同人は当社

の取締役の立場において公開買付者との協議・交渉にも参加していません。 
   以上の取締役会の意思決定の方法・過程その他の利益相反を回避するための措置に関しては、リーガ

ル・アドバイザーから必要な法的助言を取得しています。 
 
 
3. 公開買付者と当社の株主との間における本公開買付けへの応募に係る重要な合意に関する事項 
 

該当事項はありません。 
 
 
4. 公開買付者又はその特別関係者による利益供与の内容 
 
 該当事項はありません。 
 
 
5. 会社の支配に関する基本方針に係る対応方針 
 
 該当事項はありません。 
 
 
6. 公開買付者に対する質問 
 
 該当事項はありません。 
 
 
7. 公開買付期間の延長請求 
 
 該当事項はありません。 
 
 
8. 支配株主との取引等に関する事項 
  公開買付者は当社の支配株主であり、本件は、支配株主との取引等に該当します。 

当社における支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方針に関する指針は、当社が 2009
年 7 月 27 日に開示したコーポレート・ガバナンス報告書の「4. その他コーポレート・ガバナンスに重要

な影響を与えうる特別な事情」において「親会社及びそのグループ企業から独立した社外取締役 1 名が就

任しており、親会社及びそのグループ企業とは利害関係のない見地から、取締役会における客観的公正性

を確保しています。加えて、親会社との取引条件は、市場価格等を参考に案件毎に協議の上、合理的に決

定し、公正な取引を行っています。」と記載している通りです。本件は、上記 2.（5）「公正性を担保するた

めの措置」及び 2.（6）「利益相反を回避するための措置」に記載の通り、かかる指針に適合しています。 
 
 

添付資料：2009 年 7 月 28 日付の公開買付者の公表資料「当社子会社である日立情報システムズの株式に対

する公開買付けの開始について」 
 

以上 
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 2009 年 7 月 28 日 

株式会社日立製作所 

執行役会長兼執行役社長 川村 隆 

（コード番号：6501） 

（上場取引所：東･大･名･福･札） 

 

 

当社子会社である日立情報システムズの株式に対する 

公開買付けの開始について 

 
 

株式会社日立製作所（以下、日立）は、本日、株式会社日立情報システムズ（執行役社長：原 巖

／コード番号：9741／以下、日立情報）の普通株式を公開買付け（以下、本公開買付け）により取得

することを決定しましたので、お知らせします。 

 
1. 買付け等の目的 

(1) 本公開買付けの概要 

日立は、現在、間接保有分 0.35％を合わせて日立情報の発行済株式総数の 51.98％を保有し、

日立情報を連結子会社としていますが、このたび、日立情報を日立の完全子会社とすることを目的と

して、日立情報の発行済株式の全て（ただし、日立情報が保有する自己株式を除きます。）を本公開

買付けにより取得することとしました。本公開買付けにおいては、買付予定数の上限および下限を 

設定していません。 
なお、日立情報によれば、日立情報は、本日開催の日立情報の取締役会において、本公開買付

けに賛同するとともに、日立情報の株主の皆様に応募を推奨する旨の決議を行ったとのことでありま

す。 
 
(2) 本公開買付けの実施を決定するに至った意思決定の過程および本公開買付け後の経営方針 

日立ならびに日立の子会社および関連会社からなる日立グループは、情報通信システム、電子 

デバイス、電力・産業システム、デジタルメディア・民生機器、高機能材料、物流及びサービス他、 

金融サービスの７部門にわたって、製品の開発、生産および販売からサービスの提供に至るまで 

幅広い事業活動を展開しています。 
このうち、情報通信システム事業においては、日立グループは、ユーザーニーズの変化に対応 

するため、さまざまな業種・業務に対応した情報通信システムの開発（システムインテグレーション）の

ほか、アウトソーシング事業の拡充や、顧客が必要とする機能を有するソフトウェアの利用サービスを 
提供する SaaS（Software as a Service）事業への取組み等にいち早く着手し、一定の成果を挙げ

てきました。 
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また、同事業においては、既に一定水準の電力システム、交通システムおよび道路や水道等の 

公共システム等の社会インフラが整備された国・地域において、今後、情報通信システムの社会  

インフラ化および既存の社会インフラと情報通信システムの融合が大幅に進展するものと見込まれて

おり、従来型の社会インフラ事業と情報通信システム事業の両分野において幅広い実績を有する 

日立グループは、その経験、ノウハウ、技術力を活用し、社会インフラ事業と情報通信システム事業

を融合させた「社会イノベーション事業」に注力していく方針です。  
 
一方、日立情報は、1959 年に設立され、現在、システム運用、システム構築および機器・サプライ

品販売事業を手がけています。具体的には、システム運用事業では、アウトソーシングサービスや 

ネットワークサービスを展開するほか、日立グループにおけるデータセンタ事業の中核企業として、

日立情報自身のデータセンタはもとより、日立の主力データセンタ等の運用に携わっています。  

システム構築事業では、基幹系システム、情報系システムおよびそれらの複合型システムといった 

多様なニーズに応えた IT 環境を構築・提供しており、日立グループの中で自治体および中堅・中小

企業向けのシステム構築事業の中核企業と位置付けられ、主に自社開発の自治体向けパッケージ

ソフトウェア「e-ADWORLD」や自社および海外大手企業の ERP パッケージソフトウェア等を活用し

たソリューションを展開しています。また、機器・サプライ品販売事業では、システム運用やシステム

構築で必要となる機器やサプライ品の選定からその調達、販売および環境対策までのトータルサー

ビスを提供しています。 
 
しかし、国内の情報サービス市場は、現在大きな転換期に差し掛かっています。 
これまでの情報サービス市場では、情報通信システムを構築・運用・維持しようとするユーザーに

よるハードウェア･ソフトウェアの需要が市場の拡大・成長をもたらしてきましたが、ユーザーのシステ

ム投資への関心は、情報システムの整備（システムインテグレーション）から、情報通信システムの 

効率的な利用・運用（アウトソーシングや SaaS 等）へと変化しており、これからは、パッケージ・ソフト

ウェアや共同利用型システムを含む情報システムを利用しようというユーザーによるこれらのサービス

に対する需要が、市場の牽引役になると考えられます。このような転換期において、日立グループが

かかる市場の変化に対応し、情報サービス市場において、より一層の事業拡大をめざすためには、 
先端技術の研究開発、データセンタ・ネットワーク等のインフラへの大規模投資やグローバル化の 
基盤整備などを迅速に行うことが必要であると考えています。 

また、日立は、今後日立グループが注力していく社会イノベーション事業の需要が大幅に拡大 

するものと予想しています。そして、社会イノベーション事業においては、同事業のためのプロダクト

やパッケージの開発、サービス事業基盤の開発を迅速に行うことが喫緊の課題であり、その中心とな

る日立グループの情報通信システム事業に対する経営資源の投入が必要であると考えています。 
 
こうした状況の中、2009 年４月上旬以降、日立と日立情報は、両社の企業価値の向上を目的と 

した事業構造改革の諸施策について協議・検討を重ねてきました。その結果、日立と日立情報が 

より一層の緊密な資本関係を構築することによって、日立情報と日立グループとの連携を更に強化

し、日立グループの情報通信システム事業の一体化を進めることで、日立情報は、その既存のシス
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テム運用・システム構築事業において、また、日立および日立情報を含む日立グループは、その注

力する社会イノベーション事業において、それぞれ、日立グループの情報通信システム事業におけ

る研究開発、知的財産、システム開発、ソフトウェア開発、システム運用等に関連するノウハウや人的

資本、技術力等の経営資源を結集し、かつ有機的に結合することにより、両事業の拡大に必要な

種々の開発を迅速に実施していくことが可能となり、また、日立グループ全体の経営資源を効率的

かつ効果的に配分することによりインフラ整備等を目的とする大規模投資などが可能となり、日立と

日立情報の企業価値の向上につながるとの結論に至り、そのためには日立情報を日立の完全子会

社とすることが不可欠であるとの判断に至りました。 
なお、日立は、上記の事業体制の構築の一環として、日立グループの情報通信システム事業を 

担う、日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社と株式会社日立システムアンドサービスの両社を 
完全子会社とすることを目的として、本公開買付けと同時に両社の発行済株式に対する公開買付け

を実施します。 
 
事業体制の構築の具体的な方法としては、日立グループ内の仮想企業体として、新たに日立 

（情報通信グループ）と、日立情報、日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社、株式会社日立  

システムアンドサービス、および日立の完全子会社である日立電子サービス株式会社の主要５社を

並列に配置して構成する情報通信カンパニーを新設し、今後の情報通信カンパニー全体としての

最適な戦略と体制の構築を決定し運営していくとともに、社会イノベーション事業を強化する戦略を

立案・実行していきます。 
 
また、このような事業体制のもと、日立グループは、グローバル市場の顧客に対し IT ライフサイク

ルの全てにわたり、価値あるワンストップサービスを提供することをめざし、顧客の業種、事業規模、 

事業内容を踏まえたうえで、顧客ニーズに柔軟に対応するため、以下のような体制の整備・拡充を 
行います。 

①グリーン IT 技術を駆使したデータセンタ事業の展開 
②信頼性の高いクラウドコンピューティング環境の提供 
③ローカルパートナーとの連携・オペレーションの現地化を活用したグローバルな事業の拡大 
④メガバンクを含む金融機関の基幹システム、公共分野の最適化システム等のビッグアカウントへ

の対応力の強化 
⑤産業・流通分野を中心とした SMB(中小規模の事業者)に対する市場向け情報システム事業の

一本化 
⑥ミドルソフトや製品に対する組み込みソフト等の開発体制の拡充 
⑦ネットワークサービス事業やアウトソーシング事業の強化・拡充 
なお、完全子会社化以降の情報通信カンパニー全体の基本戦略や将来の発展方向については、

日立情報と今後協議のうえ最適解を決めていくことになりますが、 日立は日立情報の完全子会社

化後も、日立情報の自主性・独立性を尊重し、日立情報の事業の特性や、運営･体制の優れた点を

十分に活かした経営に留意の上、日立情報の事業の強化を図っていきます。 
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(3) 買付け等の価格の公正性を担保するための措置および利益相反を回避するための措置等 
    本公開買付けの公正性を担保するための措置 

日立は、本公開買付けの公正性を担保するために、主として以下のような事項を考慮しました。 
① 独立した第三者算定機関からの株式価値算定書の取得 
日立は、本公開買付けにおける買付け等の価格（以下、本買付価格）の公正性を担保するため、

本買付価格を決定するにあたり、日立および日立情報から独立した第三者算定機関としてのフィナ

ンシャル・アドバイザーである野村證券株式会社（以下、野村證券）に日立情報の株式価値の算定

を依頼しました。 
野村證券は、市場株価平均法、類似会社比較法、ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法（以下、

DCF 法）の各手法を用いて日立情報の株式価値の算定を行い、日立は野村證券から、本日、日立

情報の株式価値の算定結果に関する株式価値算定書（以下、日立算定書）を取得しました（なお、

日立は、本買付価格の公正性に関する評価（フェアネスオピニオン）を取得していません。）。 
上記各手法において算定された日立情報の普通株式１株当たりの価値の範囲はそれぞれ以下

のとおりです。  
 
市場株価平均法 1,753 円から 2,175 円  
 
類似会社比較法 2,164 円から 2,572 円  
 
DCF 法      2,654 円から 3,668 円 
 
まず市場株価平均法では、2009 年７月 24 日を基準日として、東京証券取引所市場第一部にお

ける日立情報の普通株式の基準日終値、直近１週間平均、直近１ヶ月平均、直近３ヶ月平均および

直近６ヶ月平均を基に、普通株式１株当たりの価値の範囲を 1,753 円から 2,175 円までと分析してい

ます。 
次に類似会社比較法では、日立情報と比較的類似する事業を手掛ける上場企業の市場株価や

収益性等を示す財務指標との比較を通じて、日立情報の株式価値を評価し、普通株式１株当たりの

価値の範囲を 2,164 円から 2,572 円までと分析しています。 
最後に DCF 法では、日立情報の事業計画、日立情報へのマネジメント・インタビュー、直近まで

の業績の動向、一般に公開された情報等の諸要素を考慮した 2010 年３月期以降の日立情報の 

将来の収益予想に基づき、日立情報が将来生み出すと見込まれるフリー・キャッシュ・フローを   

一定の割引率で現在価値に割り引いて企業価値や株式価値を分析し、普通株式１株当たりの価値

の範囲を 2,654 円から 3,668 円までと分析しています。 
日立は、野村證券から取得した日立算定書記載の各手法の算定結果を参考にし、過去の発行者

以外の者による株券等の公開買付けの事例において買付け等の価格決定の際に付与されたプレミ

アムの実例、日立情報の取締役会による本公開買付けへの賛同の可否、日立情報の普通株式の 

市場株価の動向、および本公開買付けに対する応募数の見通し等を総合的に勘案し、かつ、日立

情報との協議・交渉の結果等も踏まえ、最終的に本日の執行役社長の決定によって、本買付価格を
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１株当たり金 2,900 円と決定しました。 
なお、本買付価格である１株あたり金 2,900 円は、2009 年７月 24 日（注）の東京証券取引所市場

第一部における日立情報の普通株式の普通取引終値の 2,175 円に対して 33.3％（小数点以下第

二位四捨五入）、過去１ヶ月間（2009 年６月 25 日から 2009 年７月 24 日まで）の普通取引終値の

単純平均値 2,064 円（小数点以下四捨五入）に対して 40.5％（小数点以下第二位四捨五入）、過去

３ヶ月間（2009 年４月 27 日から 2009 年７月 24 日まで）の普通取引終値の単純平均値 1,915 円（小

数点以下四捨五入）に対して 51.4％（小数点以下第二位四捨五入）、過去６ヶ月間（2009 年１月 26
日から 2009 年７月 24 日まで）の普通取引終値の単純平均値 1,753 円（小数点以下四捨五入）に

対して 65.4％（小数点以下第二位四捨五入）のプレミアムをそれぞれ加えた金額となります。 
（注）上記執行役社長の決定の日の前日である2009年７月27日に日立グループの事業再編に関する報道があり、

同日の日立情報の株価が上昇したことを踏まえ、同日の前営業日である2009年７月24日を基準としてプ

レミアムを計算しております。過去１ヶ月間、過去３ヶ月間及び過去６ヶ月間の普通取引終値の単純平

均値に対するプレミアムの計算についても同様です。 

 
一方、日立情報によれば、日立情報は、本買付価格の公正性を担保するため、日立および日立

情報の関連当事者に該当せず、また、日立および日立情報から独立した第三者算定機関としての

フィナンシャル・アドバイザーであるみずほ証券株式会社（以下、みずほ証券）に日立情報の株式価

値の算定を依頼し、これに基づき、みずほ証券は、DCF 法（ディスカウンテッド・キャッシュフロー法）、

類似企業比較法及び市場株価基準法の各手法を用いて日立情報の株式価値の算定を行ったとの

ことです。 
DCF 法は、日立情報の事業活動によって生み出される将来のフリーキャッシュフローを、想定割

引率を用いて現在価値に割り引くことにより事業価値を算定した上で、算定された当該事業価値に

事業外資産の価値を加算し、純負債を控除することにより株式価値を算定する手法であり、ファイナ

ンス理論上有効かつ一般的な評価手法であるとして、採用されています。 
類似企業比較法は、上場会社の中から、日立情報と事業内容が類似する企業を複数選定し、株

式時価総額等に対する財務指標の倍率により株式価値を算定する手法であり、主力マーケットや事

業規模等に鑑み、一定の蓋然性のある結果が得られるものであるとして、採用されています。 
市場株価基準法は、日立情報の株式市場における株価を基に株式価値を算定する手法であり、

多数の参加者により市場の競争原理を通じて価格が決定されるということに加え、広く開示され客観

的であることから、公開企業の株式価値評価において必ず考慮されるものであるとして、採用されて

います。上記算定においては、東京証券取引所市場第一部における当社株式について、2009 年 7

月 24 日を基準日として、基準日の普通取引終値、算定期間を過去 1ヶ月間、過去 3ヶ月間、過去

6 ヶ月間とした場合の同期間における普通取引終値の単純平均値を基に、市場株価基準法に基づ

く株式価値が算定されています。 
 
日立情報によれば、みずほ証券より、その算定結果に関する 2009 年７月 27 日付の株式価値算

定書（以下「日立情報算定書」といいます。）を取得するとともに、上記の各分析手法による分析結果

について説明を受け、また、日立情報算定書における日立情報の株式価値分析の結果の概要は以

下の通りであるとのことです。なお、日立情報は、みずほ証券から本買付価格の公正性に関する評
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価（フェアネス・オピニオン）は取得していないとのことです。 
 

分 析 手 法 日立情報１株当たり株式価値の評価レンジ（円） 

DCF 法 2,774 ～ 4,244 

類似企業比較法 2,537 ～ 3,356 

市場株価基準法 1,753 ～ 2,175 

 

日立情報によれば、上記の内容等を参考に本買付価格について慎重に検討し、本買付価格が、

市場株価基準法により分析された日立情報の１株当たり株式価値の上限を大幅に超過しているこ

と、DCF 法及び類似企業比較法により分析された日立情報の１株当たり株式価値の評価レンジ内

に位置する価格であることから、本買付価格は適正な水準にあり、妥当であるものと判断したとのこ

とです。 
  
また、日立情報によれば、国内の情報サービス市場および情報通信システム市場に関する認識・

企業価値向上を目的とした事業構造改革の諸施策についての検討および本買付価格の妥当性そ

の他諸々の分析を踏まえ、本公開買付けが、日立情報の経営基盤の強化、事業戦略の加速化およ

び今後の発展に寄与するものであり、加えて、本買付価格を始めとした本公開買付け諸条件は妥当

であり、日立情報の株主の皆様に合理的な価格による日立情報株式の売却の機会を提供するもの

であると判断し、日立が日立情報を完全子会社とすることを目的とした本公開買付けの実施に賛同

するとともに、日立情報の株主の皆様が本公開買付けに応募することを推奨する旨の決議を行った

とのことです 
 
② 法律事務所からの助言 
また、日立情報によれば、日立情報は、本公開買付けに対する日立情報の取締役会の意思決定

の公正性および適正性を担保するために、リーガル・アドバイザーとして三宅坂総合法律事務所を

選任し、本公開買付けに対する日立情報の取締役会の意思決定の方法・過程等に関して、必要な

法的助言を受けているとのことです。 
 
③ 取締役会に出席した取締役全員の承認 
さらに、日立情報によれば、日立情報は、本日開催の日立情報取締役会において、日立との間で

利害関係を有しない取締役が全員出席した上で慎重な審議を行い、当該取締役（日立およびその

グループ企業から独立した社外取締役１名を含みます。）の全員一致をもって本公開買付けに賛同

するとともに、株主の皆様に本公開買付けに応募することを推奨する旨の決議をしているとのことで

す。具体的には、日立情報取締役のうち、日立の取締役を兼務している上野健夫氏は日立側で本

公開買付けに関与しうる立場にあるため、利益相反回避の観点から、上記取締役会の審議および

決議に参加しておらず、意見を述べることも差し控えており、また、同人は日立情報の取締役の立場

において日立との協議・交渉にも参加していないとのことです。 
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④ 買付け等の期間を比較的長期間に設定 
日立は、本公開買付けにおける買付け等の期間を比較的長期間である 33 営業日に設定すること

により、日立情報の株主の皆様に本公開買付けに対する応募について適切な判断機会を確保し、

本買付価格の公正性を担保しています。 
 
(4) 本公開買付け後の組織再編等の方針（いわゆる二段階買収に関する事項） 

日立は、上記「（１）本公開買付けの概要」に記載のとおり、日立情報を日立の完全子会社とする

方針であり、本公開買付けおよびその後の一連の手続により、日立情報の発行済株式の全て（日立

情報が保有する自己株式を除きます。）を取得する予定です。 
本公開買付けにより、日立が日立情報の発行済株式の全て（日立情報が保有する自己株式を 

除きます。）を取得できなかった場合には、日立は、以下の方法により、日立が日立情報の発行済株

式の全て（日立情報が保有する自己株式を除きます。）を取得することを企図しています。 

具体的には、本公開買付けが成立した後、日立は、①日立情報を会社法の規定する種類株式発

行会社に変更することを内容とする定款一部変更を行うこと、②日立情報の発行する全ての普通株

式に全部取得条項（会社法第 108 条第１項第７号に規定する事項についての定めをいいます。以下

同じ。）を付すことを内容とする定款一部変更を行うこと、および③当該全部取得条項が付された 

日立情報株式の全部（日立情報の保有する自己株式を除きます。）の取得と引換えに別個の種類の

日立情報株式を交付することのそれぞれを付議議案に含む日立情報の臨時株主総会（以下、   

本臨時株主総会）を開催することを日立情報に要請する予定です。 

また、本臨時株主総会において上記①の承認をいただくと、日立情報は会社法の規定する種類

株式発行会社となりますが、上記②については、会社法第 111 条第２項第１号に基づき、本臨時  

株主総会の決議に加えて、株式の内容として全部取得条項が付されることになる日立情報の普通 

株式を保有する株主の皆様を構成員とする種類株主総会（以下、本種類株主総会）の決議が必要と

なります。そのため、日立は、日立情報に対し、上記②の定款一部変更を行うことを付議議案に含む

本種類株主総会を開催することも要請する予定です。なお、日立は、本臨時株主総会および本種

類株主総会において、上記各議案に賛成する予定です。 
上記各手続が実行された場合には、日立情報の発行する全ての株式は全部取得条項付の株式

とされた上で、全て（日立情報が保有する自己株式を除きます。）日立情報に取得されることとなり、

日立情報の株主の皆様には当該取得の対価として日立情報の別個の種類の株式が交付されること

となりますが、日立情報の株主の皆様のうち、交付されるべき当該別個の種類の日立情報株式の数

に１株に満たない端数がある株主の皆様に対しては、会社法第 234 条その他の関連法令の定めに

従い、当該端数の合計数（合計した数に端数がある場合は当該端数は切り捨てられます。）に相当

する当該別個の種類の日立情報株式を売却すること（日立情報がその全部または一部を買い取るこ

とを含みます。）によって得られる金銭が交付されることになります。なお、当該端数の合計数に相当

する当該別個の種類の日立情報株式の売却価格（およびその結果株主の皆様に交付されることに

なる金銭の額）については、本買付価格と同一の価格を基準として算定される予定です。また、全部

取得条項が付された日立情報の株式の取得の対価として交付する日立情報株式の種類および数
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は、本日現在未定ですが、日立は、日立情報に対し、日立が日立情報の発行済株式の全て（日立

情報が保有する自己株式を除きます。）を保有することとなるよう、日立以外の本公開買付けに応募

されなかった日立情報の株主の皆様に対して交付しなければならない日立情報株式の数が１株に

満たない端数となるよう決定することを要請する予定です。 
上記各手続に関連する少数株主の権利保護を目的とした会社法上の規定として、(イ)上記②の

日立情報の発行する全ての普通株式に全部取得条項を付すことを内容とする定款一部変更を行う

に際しては、会社法第 116 条および第 117 条その他の関係法令の定めに従って、株主の皆様は  

その有する株式の買取請求を行うことができる旨が定められており、また、(ロ)上記③の全部取得 

条項が付された株式の全部の取得が株主総会において決議された場合には、会社法第 172 条その

他の関係法令の定めに従って、株主の皆様は当該株式の取得の価格の決定の申立てを行うことが 

できる旨が定められています。なお、これらの(イ)または(ロ)の方法による１株当たりの買取価格   

および取得価格は、最終的には裁判所が判断することとなります。 

日立は、上記各手続に関して、本公開買付け後の日立の日立情報株式の保有状況、日立以外

の日立情報の株主の皆様の日立情報株式の保有状況、または関連法令についての当局の解釈等

の状況等によっては、それと同等の効果を有する他の方法の実施を日立情報に要請し、また当該 

実施の要請に時間を要する可能性があります。ただし、その場合でも、日立は、日立以外の日立 

情報の株主の皆様に対して最終的に金銭を交付する方法により、日立情報を完全子会社とすること

を予定しています。この場合に当該日立情報の株主の皆様に交付される金銭の額についても、  

本買付価格と同一の価格を基準として算定される予定です。 
なお、本公開買付けは、本臨時株主総会および本種類株主総会における日立情報の株主の皆

様の賛同を勧誘するものでは一切ありません。 
 

(5) 上場廃止となる見込みおよびその事由 
日立情報の普通株式は、現在、東京証券取引所市場第一部に上場されていますが、日立は、 

本公開買付けにおいて買付予定数の上限を設定していないため、本公開買付けの結果次第では、

日立情報の株式は東京証券取引所の上場廃止基準に従い、所定の手続を経て上場廃止となる  

可能性があります。また、本公開買付けの完了時点で当該基準に該当しない場合でも、その後上記

「（４）本公開買付け後の組織再編等の方針（いわゆる二段階買収に関する事項）」に記載の各手続

を実行することにより、日立は、日立情報の発行済株式の全て（日立情報の保有する自己株式を 

除きます。）を保有することを企図していますので、その場合、日立情報の普通株式は東京証券取引

所の上場廃止基準に従い、所定の手続を経て上場廃止となります。なお、上場廃止後は、日立情報

の普通株式を東京証券取引所において取引することができなくなります。 
 
 (6) 公開買付者と対象者の株主との間における本公開買付けへの応募に係る重要な合意に関す 
     る事項 

該当事項はありません。 
 

2. 買付け等の概要 



 9

(1) 対象者の概要 
商 号 株式会社日立情報システムズ 

事 業 内 容 

・情報処理・ネットワークサービス 
・システムインテグレーション 
・ソフトウェア開発 
・機器・サプライ品販売 

設 立 年 月 日 1959 年 6 月 15 日  

本 店 所 在 地 東京都品川区大崎一丁目２番１号 
代表者の役職･氏名 執行役社長 原 巖 
資 本 金 13,162 百万円（2009 年 3 月 31 日現在） 

株式会社日立製作所 
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 
日立情報システムズグループ社員持株会 
ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー（常

任代理人 株式会社みずほコーポレート銀行） 
資産管理サービス信託銀行株式会社 
日興シティ信託銀行株式会社 
メロン バンク エヌエー アズ エージェント フォー イッ

ツ クライアント メロン オムニバス ユーエス ペンション

（常任代理人 株式会社みずほコーポレート銀行） 
ノムラ アセット マネージメント ユーケー リミテッド サブ 

アカウント エバーグリーン ノミニーズ リミテッド（常任代

理人 株式会社三菱東京 UFJ 銀行） 
紀州製紙株式会社 

51.63% 
13.42% 

4.34% 

1.80% 

1.57% 

 

1.48% 

0.89% 

0.76% 

 

 

0.68% 

 

 

0.67% 

大 株 主 お よ び 
持 株 比 率 

（2009 年３月 31 日現在） 

資 本 関 係 日立は間接保有分 0.35%を含め、日立情報の発行済株式総数の

51.98%に相当する 22,464,400 株を保有しています 

(2009 年 3 月 31 日現在）。 
人 的 関 係 日立の取締役 1 名が日立情報の取締役に就任しています。 
取 引 関 係 日立は、日立情報に、システム運用等の委託および機器・サプ

ライ品等の販売等を行い、また、グループプーリング制度によ

る資金取引等を行っています。 
 

買付者と対象者との 
関 係 等 

関連当事者 
への該当状況

日立情報は、日立の連結子会社であり、関連当事者に該当し

ます。 
 

(2) 買付け等の期間 

 ① 届出当初の買付け等の期間 
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 2009 年８月 20 日（木曜日）から 2009 年 10 月８日（木曜日）まで（33 営業日） 
 
 ②対象者の請求に基づく延長の可能性 
 該当事項はありません。 
 
(3) 買付け等の価格 

 普通株式 1 株につき、金 2,900 円 
 
(4) 買付け等の価格の算定根拠等 

① 算定の基礎 
日立は、本買付価格を決定するに際して参考にするため、日立および日立情報とは独立した  

第三者算定機関としてのフィナンシャル・アドバイザーである野村證券に対し、日立情報の株式価値

の算定を依頼しました。野村證券は、市場株価平均法、類似会社比較法および DCF 法の各手法を

用いて日立情報の株式価値の算定を行い、日立は野村證券から、本日、日立算定書を取得しまし

た（なお、日立は、本買付価格の公正性に関する評価（フェアネスオピニオン）を取得していませ

ん。）。上記各手法において算定された日立情報の普通株式１株当たりの価値の範囲はそれぞれ以

下のとおりです。  
 
市場株価平均法 1,753 円から 2,175 円  
 
類似会社比較法 2,164 円から 2,572 円  
 
DCF 法       2,654 円から 3,668 円 
 
まず市場株価平均法では、2009 年７月 24 日を基準日として、東京証券取引所市場第一部に 

おける日立情報の普通株式の基準日終値、直近１週間平均、直近１ヶ月平均、直近３ヶ月平均およ

び直近６ヶ月平均を基に、普通株式１株当たりの価値の範囲を 1,753 円から 2,175 円までと分析し

ています。 
次に類似会社比較法では、日立情報と比較的類似する事業を手掛ける上場企業の市場株価や

収益性等を示す財務指標との比較を通じて、日立情報の株式価値を評価し、普通株式１株当たりの

価値の範囲を 2,164 円から 2,572 円までと分析しています。 
最後に DCF 法では、日立情報の事業計画、日立情報へのマネジメント・インタビュー、直近まで

の業績の動向、一般に公開された情報等の諸要素を考慮した 2010 年３月期以降の日立情報の 

将来の収益予想に基づき、日立情報が将来生み出すと見込まれるフリー・キャッシュ・フローを一定

の割引率で現在価値に割り引いて企業価値や株式価値を分析し、普通株式１株当たりの価値の 

範囲を 2,654 円から 3,668 円までと分析しています。 
  
日立は、野村證券から取得した日立算定書記載の各手法の算定結果を参考にし、過去の発行者
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以外の者による株券等の公開買付けの事例において買付け等の価格決定の際に付与されたプレミ

アムの実例、日立情報の取締役会による本公開買付けへの賛同の可否、日立情報普通株式の  

市場株価の動向、および本公開買付けに対する応募数の見通し等を総合的に勘案し、かつ、日立

情報との協議・交渉の結果等も踏まえ、最終的に本日の執行役社長の決定によって、本買付価格を

１株当たり金 2,900 円と決定しました。 
なお、本買付価格である１株あたり金 2,900 円は、2009 年７月 24 日（注）の東京証券取引所市場

第一部における日立情報の普通株式の普通取引終値の 2,175 円に対して 33.3％（小数点以下第

二位四捨五入）、過去１ヶ月間（2009 年６月 25 日から 2009 年７月 24 日まで）の普通取引終値の単

純平均値 2,064 円（小数点以下四捨五入）に対して 40.5％（小数点以下第二位四捨五入）、過去３

ヶ月間（2009 年４月 27 日から 2009 年７月 24 日まで）の普通取引終値の単純平均値 1,915 円（小

数点以下四捨五入）に対して 51.4％（小数点以下第二位四捨五入）、過去 ６ヶ月間（2009 年１月

26 日から 2009 年７月 24 日まで）の普通取引終値の単純平均値 1,753 円（小数点以下四捨五入）

に対して 65.4％（小数点以下第二位四捨五入）のプレミアムをそれぞれ加えた 金額となります。 
（注）上記執行役社長の決定の日の前日である2009年７月27日に日立グループの事業再編に関する報道があり、

同日の日立情報の株価が上昇したことを踏まえ、同日の前営業日である2009年７月24日を基準としてプ

レミアムを計算しております。過去１ヶ月間、過去３ヶ月間及び過去６ヶ月間の普通取引終値の単純平

均値に対するプレミアムの計算についても同様です。 

 
 

② 算定の経緯 

（買付価格の決定に至る経緯） 

日立情報は、日立の連結子会社であり、システム運用、システム構築および機器・サプライ品販売

事業を手がけています。日立をはじめとする日立グループは、情報通信システム事業において、  

ユーザーニーズの変化に対応するための取組み等にいち早く着手し、一定の成果を挙げてきまし

た。 
また、日立グループは、既に一定水準の電力システム、交通システムおよび道路や水道等の公共

システム等の社会インフラが整備された国・地域において、経験、ノウハウ、技術力を活用し、社会 

インフラ事業と情報通信システム事業を融合させた「社会イノベーション事業」に注力していく方針で

す。 
しかし、国内の情報サービス市場は、現在大きな転換期に差し掛かっています。          

システム投資への関心の変化により、ユーザーによるハードウェア･ソフトウェアの需要にかわり、  

パッケージ・ソフトウェアや共同利用型システムを含む情報システムサービスへの需要が、市場の牽

引役になると考えられます。このような転換期において、日立グループがかかる市場の変化に対応し、

情報サービス市場においてより一層の事業拡大をめざすためには、先端技術の研究開発、インフラ

への大規模投資やグローバル化の基盤整備などを迅速に行うことが必要であると考えて います。 
また、社会イノベーション事業においては、同事業のためのプロダクトやパッケージの開発、   

サービス事業基盤の開発を迅速に行うことが喫緊の課題であり、その中心となる日立グループの  

情報通信システム事業に対する経営資源の投入が必要であると考えています。 
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こうした状況の中、2009 年４月上旬以降、日立と日立情報は、両社の企業価値の向上を目的とし

た事業構造改革の諸施策について協議・検討を重ねてきました。その結果、日立と日立情報がより

一層の緊密な資本関係を構築することによって日立情報と日立グループとの連携を更に強化し、 

日立グループの情報通信システム事業の一体化を進めることで、ノウハウや人的資本、技術力等の

経営資源を結集し、かつ有機的に結合することにより、両事業の拡大に必要な種々の開発を迅速に

実施していくことが可能となり、また、日立グループ全体の経営資源を効率的かつ効果的に配分す

ることによりインフラ整備等を目的とする大規模投資などが可能となり、日立と日立情報の企業価値

の向上につながるとの結論に至りました。また、そのためには日立情報を日立の完全子会社とする 

ことが不可欠との判断に至ったことから、日立は、本公開買付けを実施することとし、以下の経緯に 

より本買付価格について決定しました。 
 
 

(i) 算定の際に意見を聴取した第三者の名称 
日立は本買付価格を決定するにあたり、2009 年５月頃に日立および日立情報とは独立した第三

者算定機関としてのフィナンシャル・アドバイザーである野村證券に対し、日立情報の株式価値の算

定を依頼し、野村證券より日立算定書を、本日、取得しています（なお、日立は、本買付価格の公正

性に関する評価（フェアネスオピニオン）を取得していません。）。  
 
(ii) 当該意見の概要 
野村證券は、市場株価平均法、類似会社比較法および DCF 法の各手法を用いて日立情報の株

式価値算定を行っており、各手法において算定された日立情報の普通株式１株当たりの価値の範

囲はそれぞれ以下のとおりです。  
 
市場株価平均法 1,753 円から 2,175 円 
 
類似会社比較法 2,164 円から 2,572 円 
 
DCF 法      2,654 円から 3,668 円 
 
(iii) 当該意見を踏まえて買付価格を決定するに至った経緯  
日立は、野村證券から取得した日立算定書記載の各手法の算定結果を参考にし、過去の発行者

以外の者による株券等の公開買付けの事例において買付け等の価格決定の際に付与されたプレミ

アムの実例、日立情報の取締役会による本公開買付けへの賛同の可否、日立情報の普通株式の 

市場株価の動向、および本公開買付けに対する応募数の見通し等を総合的に勘案し、かつ、日立

情報との協議・交渉の結果等も踏まえ、最終的に本日の執行役社長の決定によって、本買付価格を

１株当たり金 2,900 円と決定しました。 
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（買付け等の価格の公正性を担保するための措置および利益相反を回避するための措置等本 

公開買付けの公正性を担保するための措置） 
 

日立は、本公開買付けの公正性を担保するために、主として以下のような事項を考慮しました。 
 
(i) 独立した第三者算定機関からの株式価値算定書の取得 
日立は、本買付価格の公正性を担保するため、本買付価格を決定するにあたり、日立および日立

情報から独立した第三者算定機関としてのフィナンシャル・アドバイザーである野村證券に日立情報

の株式価値の算定を依頼しました。 
野村證券は、市場株価平均法、類似会社比較法、DCF 法の各手法を用いて日立情報の株式価

値の算定を行い、日立は野村證券から、本日、日立算定書を取得しました（なお、日立は、本買付

価格の公正性に関する評価（フェアネスオピニオン）を取得していません。）。 
日立は、野村證券から取得した日立算定書記載の各手法の算定結果を参考にし、過去の発行者

以外の者による株券等の公開買付けの事例において買付け等の価格決定の際に付与されたプレミ

アムの実例、日立情報の取締役会による本公開買付けへの賛同の可否、日立情報の普通株式の 

市場株価の動向、および本公開買付けに対する応募数の見通し等を総合的に勘案し、かつ、日立

情報との協議・交渉の結果等も踏まえ、最終的に本日の執行役社長の決定によって、本買付価格を

１株当たり金 2,900 円と決定しました。 
 
一方、日立情報によれば、日立情報は、本買付価格の公正性を担保するため、日立および日立

情報の関連当事者に該当せず、また、日立および日立情報から独立した第三者算定機関としての

フィナンシャル・アドバイザーであるみずほ証券に日立情報の株式価値の算定を依頼し、これに基づ

き、みずほ証券は、DCF 法（ディスカウンテッド・キャッシュフロー法）、類似企業比較法及び市場株

価基準法の各手法を用いて日立情報の株式価値の算定を行ったとのことです。 
DCF 法は、日立情報の事業活動によって生み出される将来のフリー・キャッシュ・フローを、想定

割引率を用いて現在価値に割り引くことにより事業価値を算定した上で、算定された当該事業価値

に事業外資産の価値を加算し、純負債を控除することにより株式価値を算定する手法であり、ファイ

ナンス理論上有効かつ一般的な評価手法であるとして、採用されています。 
類似企業比較法は、上場会社の中から、日立情報と事業内容が類似する企業を複数選定し、株

式時価総額等に対する財務指標の倍率により株式価値を算定する手法であり、主力マーケットや事

業規模等に鑑み、一定の蓋然性のある結果が得られるものであるとして、採用されています。 
市場株価基準法は、日立情報の株式市場における株価を基に株式価値を算定する手法であり、

多数の参加者により市場の競争原理を通じて価格が決定されるということに加え、広く開示され客観

的であることから、公開企業の株式価値評価において必ず考慮されるものであるとして、採用されて

います。上記算定においては、東京証券取引所市場第一部における当社株式について、2009 年 7

月 24 日を基準日として、基準日の普通取引終値、算定期間を過去 1ヶ月間、過去 3ヶ月間、過去

6 ヶ月間とした場合の同期間における普通取引終値の単純平均値を基に、市場株価基準法に基づ
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く株式価値が算定されています。 
 
日立情報によれば、みずほ証券より、日立情報算定書を取得するとともに、上記の各分析手法に

よる分析結果について説明を受け、また、日立情報算定書における日立情報の株式価値分析の結

果の概要は以下の通りであるとのことです。なお、日立情報は、みずほ証券から本買付価格の公正

性に関する評価（フェアネス・オピニオン）は取得していないとのことです。 
 

分 析 手 法 日立情報１株当たり株式価値の評価レンジ（円） 

DCF 法 2,774 ～ 4,244 

類似企業比較法 2,537 ～ 3,356 

市場株価基準法 1,753 ～ 2,175 

 

日立情報によれば、上記の内容等を参考に本買付価格について慎重に検討し、本買付価格が、

市場株価基準法により分析された日立情報の１株当たり株式価値の上限を大幅に超過しているこ

と、DCF 法及び類似企業比較法により分析された日立情報の１株当たり株式価値の評価レンジ内

に位置する価格であることから、本買付価格は適正な水準にあり、妥当であるものと判断したとのこ

とです。 
  
また、日立情報によれば、国内の情報サービス市場および情報通信システム市場に関する認識・

企業価値向上を目的とした事業構造改革の諸施策についての検討および本買付価格の妥当性そ

の他諸々の分析を踏まえ、本公開買付けが、日立情報の経営基盤の強化、事業戦略の加速化およ

び 今後の発展に寄与するものであり、加えて、本買付価格を始めとした本公開買付け諸条件は妥

当であり、日立情報の株主の皆様に合理的な価格による日立情報株式の売却の機会を提供するも

のであると判断し、日立が日立情報を完全子会社とすることを目的とした本公開買付けの実施に賛

同するとともに、日立情報の株主の皆様が本公開買付けに応募することを推奨する旨の決議を行っ

たとのことです。 
 
(ii) 法律事務所からの助言 
また、日立情報によれば、日立情報は、本公開買付けに対する日立情報の取締役会の意思決定

の公正性および適正性を担保するために、リーガル・アドバイザーとして三宅坂総合法律事務所を

選任し、本公開買付けに対する日立情報の取締役会の意思決定の方法・過程等に関して、必要な

法的助言を受けているとのことです。 
  
(iii) 取締役会に出席した取締役全員の承認 
さらに、日立情報によれば、日立情報は、本日開催の日立情報取締役会において、日立との間で

利害関係を有しない取締役が全員出席した上で慎重な審議を行い、当該取締役（日立およびその

グループ企業から独立した社外取締役１名を含みます。）の全員一致をもって本公開買付けに賛同
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するとともに、株主の皆様に本公開買付けに応募することを推奨する旨の決議をしているとのことで

す。具体的には、日立情報取締役のうち、日立の取締役を兼務している上野健夫氏は日立側で本

公開買付けに関与しうる立場にあるため、利益相反回避の観点から、上記取締役会の審議および

決議に参加しておらず、意見を述べることも差し控えており、また、同人は日立情報の取締役の立場

において日立との協議・交渉にも参加していないとのことです。 
 
(iv) 買付け等の期間を比較的長期間に設定 
日立は、本公開買付けにおける買付け等の期間を比較的長期間である 33 営業日に設定すること

により、日立情報の株主の皆様に本公開買付けに対する応募について適切な判断機会を確保し、

本買付価格の公正性を担保しています。 
 

③ 算定機関との関係 
 野村證券は、日立の関連当事者には該当しません。 

 

(5) 買付予定の株券等の数 

買付予定数 買付予定数の下限 買付予定数の上限 

20,905,832株 － 株 －株 

 

（注１）本公開買付けにおいては、買付予定数の上限および下限を設定していませんので、応募株券等の全部の買付けを行います。 

（注２）単元未満株式も本公開買付けの対象となります。なお、会社法に従って株主による単元未満株式買取請求権が行使された場合に

は、日立情報は法令の手続に従い公開買付期間中に自己の株式を買い取ることがあります。 

（注３）本公開買付けを通じて、日立情報が保有する自己株式を取得する予定はありません。 

（注４）上記「買付予定数」欄には、本公開買付けにより日立が取得する日立情報の株券等の最大数を記載しています。当該最大数は、

日立情報が2009年６月25日に提出した第50期有価証券報告書に記載された2009年３月31日現在の日立情報の発行済株式総数

（43,221,355株）から、本日現在において日立が保有する日立情報株式の数（22,315,000株）および同有価証券報告書に記載され

た2009年３月31日現在において日立情報が保有する自己株式の数（523株）の合計数を控除した日立情報株式の数(20,905,832株）

になります。 

 
 
(6) 買付け等による株券等所有割合の異動 
買付け等前における公開買付者

の所有株券等に係る議決権の数 
223,150 個

（買付け等前における株券等所有割合 

51.63%） 

買付け等前における特別関係者

の所有株券等に係る議決権の数 
－個

（買付け等前における株券等所有割合 

－%） 

買付予定の株券等に係る 

議決権の数 
209,058 個

（買付け等後における株券等所有割合 

100.00%） 

対象者の総株主の議決権の数 432,172 個  

（注１）「買付け等前における株券等所有割合」の計算においては、「対象者の総株主の議決権の数」を分母にしています。 

（注２）「買付け等前における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数」は、本日現在日立が把握している分の各特別関係者（ただし、

特別関係者のうち金融商品取引法（昭和23年法律第25号。その後の改正を含み、以下、法）第27条の２第１項各号における株券等



 16

所有割合の計算において発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令（平成２年大蔵省令第38号。その後

の改正を含み、以下、府令）第３条第２項第１号に基づき特別関係者から除外される者を除きます。）が保有する株券等に係る議決

権の数の合計を記載しています。 

（注３）「買付予定の株券等に係る議決権の数」は、本公開買付けにおける買付予定数（20,905,832株）に係る議決権の数を記載していま

す。 

（注４）本公開買付けにおいては、各特別関係者の所有株券等（ただし、特別関係者である日立情報が保有する自己株式を除きます。）も

その対象としているため、「買付け等後における株券等所有割合」の計算においては、「買付け等前における特別関係者の所有株

券等に係る議決権の数」は分子に加算していません。 

（注５）「対象者の総株主の議決権の数」は、日立情報が2009年６月25日に提出した第50期有価証券報告書に記載された2009年３月31日

現在の総株主の議決権の数（１単元の株式数を100株として記載されたもの）です。ただし、日立情報の発行している全ての株式 

（ただし、日立情報が保有する自己株式を除きます。）を本公開買付けの対象としているため、「買付け等後における株券等所有割

合」の計算においては、同有価証券報告書に記載された2009年３月31日現在の日立情報の発行済株式総数（43,221,355株）から、  

同有価証券報告書に記載された2009年３月31日現在において日立情報が保有する自己株式の数（523株）を控除した日立情報  

株式の数（43,220,832株）に係る議決権の数（432,208個）を分母として計算しています。 

（注６）「買付け等前における株券等所有割合」および「買付け等後における株券等所有割合」については、小数点以下第三位を四捨五

入しています。 

 

(7) 買付代金 
 金 60,627 百万円 
（注）買付代金には、買付予定数（20,905,832株）に１株当たりの買付価格（金2,900円）を乗じた金額を記載しています。 

 
(8) 決済の方法 

① 買付け等の決済をする金融商品取引業者･銀行等の名称および本店の所在地 

  野村證券株式会社   東京都中央区日本橋一丁目 9 番 1 号 

 ジョインベスト証券株式会社（復代理人） 東京都港区港南二丁目15番１号 

 

② 決済の開始日 

  2009 年 10 月 16 日(金曜日) 
 

③ 決済の方法 
公開買付期間終了後遅滞なく、公開買付代理人を通じて応募された方には、公開買付けによる

買付け等の通知書を応募株主等（外国の居住者であり、公開買付代理人にお取引可能な口座を

お持ちでない株主等（法人株主等を含みます。）の場合は常任代理人）の住所宛に郵送します。 

復代理人であるジョインベスト証券株式会社を通じて応募された方には、同社のホームページ

(https://www.joinvest.jp/)に記載される方法により交付します。 

買付けは、金銭にて行います。応募株主等は公開買付けによる売却代金を、送金等の応募株主

等が指示した方法により受け取ることができます（送金手数料がかかる場合があります。）。 

 
④ 株券等の返還方法 
後記「(９)その他買付け等の条件および方法」の「②公開買付けの撤回等の条件の有無、その  

内容および撤回等の開示の方法」に記載の条件に基づき応募株券等の全部を買付けないことと 

なった場合には、決済の開始日（公開買付けの撤回等を行った場合は撤回等を行った日）以後 

速やかに、返還すべき株券等を応募が行われた直前の記録に戻すことにより返還します（株券等を 
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他の金融商品取引業者等に設定した応募株主等の口座に振替える場合は、その旨指示してくださ

い。）。 

 
(9) その他買付け等の条件および方法 

① 法第27条の13第４項各号に掲げる条件の有無および内容 

買付予定数の上限および下限を設定していません。したがって、日立は、応募株券等の全部の

買付けを行います。 

 
② 公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容および撤回等の開示の方法 

金融商品取引法施行令（昭和40年政令第321号。その後の改正を含み、以下、令）第14条第１項

第１号イないしリおよびヲないしソ、第２号、第３号イないしチ、第４号、第５号ならびに同条第２項 

第３号ないし第６号に定める事情のいずれかが生じた場合は、本公開買付けの撤回等を行うことが 

あります。撤回等を行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。 

ただし、公開買付期間末日までに公告を行うことが困難である場合は、府令第20条に規定する  

方法により公表し、その後直ちに公告を行います。 

 

③ 買付け等の価格の引下げの条件の有無、その内容および引下げの開示の方法 

法第 27 条の６第１項第１号の規定により、公開買付期間中に日立情報が令第 13 条第１項に定め

る行為を行った場合には、府令第 19 条第１項の規定に定める基準に従い、買付け等の価格の引下

げを行うことがあります。買付け等の価格の引下げを行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨

を日本経済新聞に掲載します。ただし、公開買付期間末日までに公告を行うことが困難である場合

は、府令第 20 条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。買付け等の価格の

引下げがなされた場合、当該公告が行われた日以前の応募株券等についても、引下げ後の買付け

等の価格により買付けを行います。 
 

④ 応募株主等の契約の解除権についての事項 
応募株主等は、公開買付期間中においては、いつでも公開買付けに係る契約を解除することが

できます。公開買付代理人を通じて株券等の応募をされた応募株主等が契約の解除をする場合は、

公開買付期間末日の 15 時 30 分までに応募の受付を行った公開買付代理人の本店または全国各支

店に公開買付応募申込の受付票を添付のうえ、公開買付けに係る契約の解除を行う旨の書面（以

下、解除書面）を交付または送付してください。ただし、送付の場合は、解除書面が公開買付期間末

日の 15 時 30 分までに到達することを条件とします。復代理人であるジョインベスト証券株式会社を

通じて株券等の応募をされた応募株主等が契約の解除をする場合は、同社のホームページ

(https://www.joinvest.jp/)に記載される方法によって公開買付期間末日の 15 時 30 分までに解除手

続を行ってください。 
 

解除書面を受領する権限を有する者 
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野村證券株式会社  東京都中央区日本橋一丁目９番１号 

 （その他の野村證券株式会社全国各支店） 

ジョインベスト証券株式会社（復代理人） 東京都港区港南二丁目15番１号 

なお、日立は、応募株主等による契約の解除があった場合においても、損害賠償または違約金の

支払いを応募株主等に請求することはありません。また、応募株券等の返還に要する費用も日立の

負担とします。 

 
⑤ 買付条件等の変更をした場合の開示の方法 

買付条件等の変更を行おうとする場合は、その変更の内容等につき電子公告を行い、その旨を日

本経済新聞に掲載します。ただし、公開買付期間末日までに公告を行うことが困難である場合は、

府令第20条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。買付条件等の変更がなさ

れた場合、当該公告が行われた日以前の応募株券等についても、変更後の買付条件等により買付

けを行います。 

 
⑥ 訂正届出書を提出した場合の開示の方法 

訂正届出書を関東財務局長に提出した場合は、直ちに、訂正届出書に記載した内容のうち、公

開買付開始公告に記載した内容に係るものを、府令第20条に規定する方法により公表します。また、

直ちに公開買付説明書を訂正し、かつ、既に公開買付説明書を交付している応募株主等に対して

は訂正した公開買付説明書を交付して訂正します。ただし、訂正の範囲が小範囲に止まる場合には、

訂正の理由、訂正した事項および訂正後の内容を記載した書面を作成し、その書面を応募株主等

に交付する方法により訂正します。 

 
⑦ 公開買付けの結果の開示の方法 

本公開買付けの結果については、公開買付期間末日の翌日に、令第９条の４および府令第30

条の２に規定する方法により公表します。 

 
(10) 公開買付開始公告日 

 2009 年 8 月 20 日(木曜日) 
 
(11) 公開買付代理人  

 野村證券株式会社   東京都中央区日本橋一丁目９番１号 
なお、公開買付代理人は、その事務の一部を再委託するために下記の復代理人を選任していま

す。 

ジョインベスト証券株式会社（復代理人） 東京都港区港南二丁目15番１号 

 
3. 公開買付け後の方針等および今後の見通し 

(1) 本公開買付け後の方針等  

 本公開買付け後の方針等については、「1. 買付け等の目的」を参照ください。 
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(2) 今後の業績への影響の見通し 
 本公開買付けが日立グループの業績に与える影響については、確定次第速やかに報告します。 
 
4. その他 

(1) 公開買付者と対象者またはその役員との間の合意の有無および内容 
日立情報によれば、日立情報は、本日開催の日立情報取締役会において、日立との間で利害関

係を有しない取締役が全員出席した上で慎重な審議を行い、当該取締役（日立およびそのグルー

プ企業から独立した社外取締役１名を含みます。）の全員一致をもって本公開買付けに賛同するとと

もに、日立情報の株主の皆様が本公開買付けに応募することを推奨する旨の決議を行ったとのこと

です。 
 

なお、「公開買付けの実施を決定するに至った意思決定の過程」および「利益相反を回避する 

措置の具体的内容」については、「１.買付け等の目的」の「(2) 本公開買付けの実施を決定するに

至った意思決定の過程および本公開買付け後の経営方針」および「(3) 買付け等の価格の公正性

を担保するための措置および利益相反を回避するための措置等本公開買付けの公正性を担保する

ための措置」をご参照ください。 
 

(2) 投資者が買付け等への応募の是非を判断するために必要と判断されるその他の情報  
 日立情報は、本日、東京証券取引所において第51期第１四半期の決算短信を公表しています。

当該公表に基づく、日立情報の連結損益状況等の概要は以下のとおりです。以下の公表内容の概

要は、日立情報が公表した内容を一部抜粋したものであり、日立はその正確性および真実性につい

て独自に検証しうる立場になく、また、実際かかる検証を行っていません。 
 

① 損益の状況 

会 計 期 間 第51期第1四半期連結累計期間 
(自2009年4月1日 至2009年6月30日) 

売 上 高 37,740百万円 

売 上 原 価 30,249百万円 

販 売 費 及 び一 般 管 理 費 6,720百万円 

営 業 外 収 益 178百万円 

営 業 外 費 用 113百万円 

四 半 期 純 利 益 492百万円 
（注） 売上高には、消費税等は含まれていません。 

 
② 1株当たりの状況 
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会 計 期 間 第51期第1四半期連結累計期間 
(自2009年4月1日 至2009年6月30日) 

１株 当 たり四 半 期 純 利 益 11.38円 

１ 株 当 た り 配 当 額 －円 

１ 株 当 た り 純 資 産 額 1,988.23円 

 
以上 

 
 
 
 
■お問い合わせ先 

コールセンター 
TEL 0120-770-241 （フリーダイヤル） 
受付時間 9:00～18:00（平日のみ） 
(開設期間：2009 年７月 28 日～10 月 16 日) 
 
■報道機関･IR 関係お問い合わせ先 

株式会社日立製作所 コーポレート･コミュニケーション本部 広報部  
〒100-8280 東京都千代田区丸の内一丁目 6 番 6 号 
TEL 03-5208-9324、9325 (報道関係) 
TEL 03-5208-9323 (ＩＲ関係) 
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＜将来の見通しに関するリスク情報＞ 

本資料における日立の今後の計画、見通し、戦略等の将来予想に関する記述は、日立が現時点で

合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等の結果は見通しと大きく異なる

ことがありえます。その要因のうち、主なものは以下の通りです。 
 

・ 主要市場（特に日本、アジア、米国およびヨーロッパ）における経済状況および需要の急激な変動 

・ 製品需給の変動（特に情報通信システム部門、電子デバイス部門およびデジタルメディア・民生機器部門） 

・ 価格競争の激化（特に情報通信システム部門、電子デバイス部門およびデジタルメディア・民生機器部門） 

・ 新技術を用いた製品の開発、タイムリーな市場投入、低コスト生産を実現する日立および子会社の能力 

・ 急速な技術革新（特に情報通信システム部門、電子デバイス部門およびデジタルメディア・民生機器部門） 

・ 為替相場変動（特に円／ドル、円／ユーロ相場） 

・ 原材料価格の急激な変動 

・ 製品需給、為替相場および原材料価格変動に対応する日立および子会社の能力 

・ 主要市場（特に日本、アジア、米国およびヨーロッパ）における社会状況および貿易規制等各種規制 

・ 自社特許の保護および他社特許の利用の確保（特に情報通信システム部門、電子デバイス部門およびデジタルメディア・  

民生機器部門） 

・ 日立、子会社または持分法適用会社に対する訴訟その他の法的手続 

・ 製品やサービスに関する欠陥・瑕疵等 

・ 事業構造改善施策の実施 

・ 製品開発等における他社との提携関係 

・ 資金調達環境 

・ 日本の株式相場変動 

 

＜その他の注意事項＞ 
・ 本ニュースリリースに含まれる情報を閲覧された方は、金融商品取引法第167条第3項および同施行令第30条の規定に

より、内部者取引(いわゆるインサイダー取引)規制に関する第一次情報受領者として、本ニュースリリースの発表から

12時間を経過するまでは、日立情報の株券等の買付け等が禁止される可能性がありますので、十分ご注意ください。

万が一、当該買付け等を行ったことにより、刑事、民事、行政上の責任を問われることがあっても、日立は一切責任を

負いかねますので、あらかじめご了承ください。 

・ 本ニュースリリースは、本公開買付けを一般に公表するための発表文であり、売付けの勧誘を目的として作成されたも

のではありません。売付けの申込みをされる際は、必ず本公開買付けに関する公開買付説明書をご覧いただいた上で、

株主ご自身の判断で申込みを行ってください。本ニュースリリースは、有価証券に係る売却の申込み若しくは勧誘、購入

申込みの勧誘に該当する、またはその一部を構成するものではなく、本ニュースリリース（若しくはその一部）また

はその配布の事実が本公開買付けに係るいかなる契約の根拠となることもなく、また、契約締結に際してこれらに依拠

することはできないものとします。 

・ 本公開買付けは、日本の金融商品取引法で定められた手続および情報開示基準を遵守して実施されますが、これら

の手続および基準は、米国における手続および情報開示基準とは必ずしも同じではありません。特に米国1934年証

券取引所法(Securities Exchange Act of 1934)第13条(e)項または第14条(d)項および同条の下で定められた規則は 

本公開買付けには適用されず、本公開買付けはこれらの手続および基準に沿ったものではありません。本ニュース 

リリースに含まれる全ての財務情報が米国の会社の財務情報と同等のものとは限りません。また、日立が米国外で  

設立された会社であり、その役員の大部分が米国外の居住者であるため、米国の証券関連法に基づいて主張しうる

権利および請求を行使することが困難となる可能性があります。さらに、米国の証券関連法の違反を根拠として、米国 

外の会社またはその役員に対して米国外の裁判所において提訴することができない可能性があります。加えて、米国

外の会社およびその子会社・関連会社をして米国の裁判所の管轄に服せしめることができる保証はありません。 

・ 本ニュースリリースの発表、発行または配布は、国または地域によって法律上の制限が課されている場合があります。

かかる場合はそれらの制限に留意し、遵守してください。本公開買付けの実施が違法となる国または地域においては、

仮に本ニュースリリースが受領されても、本公開買付けに関する株券等の買付け等の申込みまたは売付け等の申込

みの勧誘をしたことにはならず、単に情報としての資料配布とみなされるものとします。 
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